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■計画の基本情報

R 4 ～ R 12

目的・概要

　文化芸術に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、４つの基本方針に基づ
く施策や取組を展開し、それぞれが相互に関わり合うことで市民の文化芸術活動をより
活発にし、基本理念「継承と創造の文化芸術を育むまち　かめやま」の実現をめざすも
のである。

計画の骨格

亀山市文化芸術推進基本計画に関する実績等報告書（令和４年度）

市民文化部 文化課

計画期間 年度

位置付け

　本計画は、文化芸術基本法第７条の２及び亀山市文化芸術基本条例第６条に基づ
き策定する「地方文化芸術推進基本計画」として定めるものである。
　また、第２次亀山市総合計画後期基本計画の基本施策「文化芸術の推進」と深く関
わっている。



■成果指標
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■計画の実績等

今後の方向性

文化芸術推進基本計画に基づき、本市の文化芸術に関する施策を総合的かつ計
画的に推進する。

成果

　コロナ禍で、余儀なく文化芸術活動が中止や制限がされる中ではあったものの、市
及び亀山市文化会館等により市民の自主的な活動を支援するとともに、市民が気
楽に文化芸術に親しむ機会を創出することができた。
　とりわけ、市美術展や市俳句会を実施し日頃の活動成果を発表できる機会を設け
ることで、市民の活動意欲の向上や活発な創作活動に寄与した。
 　また、まちの賑わいや魅力の創出につなげるための新たな文化年の開催について
は、課題を洗い出した検証等を行い、準備をすることができた。
　さらに、市内の文化芸術活動団体の継続した活動により、文化芸術の継承につな
がった。

総合計画
推進への
寄与度

　「文化芸術施策の推進」については、新たな文化年の開催に向け、過去事業の検
証を行い、「文化芸術の拠点づくり」については、文化会館のトイレ改修により、市民
の利便性の向上を図るとともに、文化芸術活動団体の作品展示に文化財建造物を
提供し、公共施設の活用を図った。
また、「文化芸術活動の活性化」については、文化芸術活動団体への補助により、
自主活動を支援できた。

反省点・課題

ニューノーマルへの対応を見据え、文化会館の指定管理者や文化芸術活動団体と
連携を図りつつ、文化に触れる機会を充実し、文化芸術活動を担う人材の育成や
交流の促進が必要である。また、文化芸術に関する情報を収集し、積極的に発信
する必要がある。

取組実績

・市文化芸術基本条例に基づき、市文化芸術基本計画に関する審議をするため、
市文化芸術推進審議会を立上げ、新たな文化年事業のため、当審議会でこれまで
の文化年事業の検証をし、これからの事業に向け提言をとりまとめた。
・市美術展を開催し、１１３点の出展があった。また、伊賀市、甲賀市と各市主催の
美術展を相互広報するとともに、市展期間中に特別体験講座を開催し、合計608
人が来場した。
・市芸術文化協会及び亀山トリエンナーレ実行委員会へ補助金を交付し、亀山トリ
エンナーレの開催にあたっては、事業協力のうえ作品展示会場として文化財建造物
を提供した。
・文化会館会議棟のトイレ洋式化改修を実施し、施設のバリアフリー化を進めた。

（設定なし）

成果指標名 現状値
実績値
（R4）

目標値
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